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令和３年度「介護労働実態調査」結果の概要について 

 

公益財団法人介護労働安定センターでは、令和 3年度に実施した「事業所における介護労働

実態調査（事業所調査）」、「介護労働者の就業実態と就業意識調査（労働者調査）」結果の

概要を以下のとおりまとめました。 

調査実施期間（令和 3年 10 月 1日から 10月 31日）に全国の介護保険サービス事業を実施

する事業所のうちから 18,000事業所を無作為抽出にて選定し、調査票を郵送しました。（調

査期間は、政府の緊急事態宣言、まん延防止重点措置期間のいずれにも該当しない）。 

なお、本資料は、当センターの HP(http://www.kaigo-center.or.jp/report/)に掲載しま

す。 

【配布と回収の概要】 

調査方法  郵送調査法（郵送配布：郵送回収/事業所調査票のみ Eメール回収を併用） 

【調査票回収結果】 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配布数（有効配布数） 回収数 回収率（前年度） 

事業所調査 18,000（17,011）事業所 8,809事業所 

（メール回答 192 件含む） 

51.8％（52.7％） 

労働者調査 54,000（51,033）人 19,925人 39.0％（42.1％） 

資 料 提 供 

令和 4年 8月 22日（月）１４時解禁 

 

公益財団法人 介護労働安定センター 

業務部 雇用管理課 鶴岡 村田 

TEL 03-5901-3041（代表） 

050-3535-9433（直通） 
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1. 介護事業所全体の人材の不足感は、60%台で推移 【事業所調査 以降同じ】 

 

介護事業所全体における人材の過不足状況は、「大いに不足」は 8.5％、「不足」は 21.5％、「や

や不足」は 33.0％、「適当」は 36.6％、「過剰」は 0.4％であった。「大いに不足」「不足」「やや不

足」を合計した「不足感」を経年で見ると、令和 3年度は前年を上回り、63.0％となった。職種別

の不足感では、『訪問介護員』が 80.6％（前年 80.1％）で最も高く、次いで『介護職員』が 64.4％

（同 66.2％）であった。 

 

      （図表１） 

 
※調査項目は「訪問介護員」「介護職員」「看護職員」「介護支援専門員」「生活相談員」 

「サービス提供責任者」「PT・OT・ST 等」の 7 職種と「事業所全体で見た場合」 

 

2. 離職率は低下傾向が続く 

 令和 3年度の２職種（訪問介護員、介護職員）の離職率※は、14.3％（前年 14.9％）であった。

離職率は、平成 19 年をピークに低下傾向にある。ピーク時（21.6％）の約 3 分の 2 まで低下して

いることに照らせば、事業所の取り組み、国、地方自治体の政策などが奏功していると言える。 

※ 1 年間の離職率＝1年間の離職者数÷1 年前の在籍者数×100、無期雇用職員と有期雇用職員の和 
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（図表2）離職率の経年推移（訪問介護員と介護職員の２職種計）
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3. 7割弱の事業所で 65 歳以上の労働者を雇用 

65歳以上の労働者（有期職員、無期職員）が「いる」と回答した事業所は 68.0％（前年

72.6％）で、「いない」は 30.6％（前年 26.2％）であった。また、勤務する職種別に 65 歳以上労

働者数がいる事業所の割合をみると、「介護職員」に高齢者がいる事業所の割合が最も高く 45.2％

であった。 

 

（図表３）65歳以上の労働者のいる事業所の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 外国籍労働者の受け入れ事業所は 6.2％ 

５種※１の入国資格の「外国籍労働者を受け入れている事業所」は 6.2％であった（前年 8.2％。

ただし、昨年度は５種以外の方も含む）。外国籍労働者を「新たに活用する予定がある※２」とする

事業所は 11.7％（前年 13.4％）となっている。 

新たに活用する予定があると回答した事業所の受け入れ方法（予定）は、「技能実習生」が 50.2％

で最も高く、次いで「在留資格「介護」」が 41.0％、「在留資格「特定技能１号」」が 39.5％となっ

ている。 

（※1）ＥＰＡ（経済連携協定）による受け入れ、在留資格「介護」、技能実習生、在留資格「特定技能１号」、留学生の５種 

（※2）「現在受け入れており、新たに追加で受け入れる」事業所と「現在受け入れていないが、今後は受け入れる」事業所 

 

（図表 4）外国籍労働者の受け入れ 

 

外国籍労働者を新たに活用する予定       「新たに活用する予定がある」の内訳 
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5. 介護労働者の所定内賃金は微増、賞与は微減  

介護労働者（管理職を除いた無期雇用職員、月給）の所定内賃金※１は平均 244,969 円（前年

243,135 円）で前年より 1,834円増加した。一般労働者（無期雇用職員）のうち賞与のあった者は

72.8％で、その賞与額は平均 605,212円（626,094円）で、前年より 20,882円減少した。平均金額は

いずれも、数値の記入された調査票のみを合計し、その数で除した。 

（※１） 毎月定額で支給される交通費、役職手当等を含む。ただし残業代、含まず 

 

（図表 5）一般労働者の所定内賃金と賞与 

 

 

６. 介護労働者全体の年収は 365 万 9292 円と微増、職種別ではサ責が 3.7％アップ 

介護労働者全体※１の令和２年 1年間の年収※２（月給の者、勤続 2年以上）は、3,659,292円

（前年度 3,644,880円）であった。 

職種別（月給の者、勤続 2年以上）では、看護職員が 4,277,122円で最も高く、介護職員は

3,457,919円、訪問介護員は 3,243,882円であった。 

（※1）無期雇用、有期雇用ともに含み、管理職を除く。 

（※2）源泉徴収票の金額 残業代、賞与、社会保険、税金を含む 

 

（図表６）月給の者、勤続 2年以上の労働者の平均年収 

 令和２年度(円) 令和元年度(円) 
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7.介護職員処遇改善加算の算定・対応状況 

介護職員処遇改善加算について、対象事業所を見ると「算定した事業所」が 87.3％、「算定して

いない事業所」が 10.0％、「無回答」が 2.7％であった（円グラフ）。参考までに、「令和 3 年度 

介護従事者処遇状況等調査結果」（厚労省）によると、「算定を取得（届出）している」事業所は

94.1％だった。 

対象事業所のうち、介護職員処遇改善加算について「算定した」と回答した事業所の対応は

「諸手当の導入・引き上げ」が 61.4％で最も高く、「一時金の支給」の 55.4％、「基本給の引き上

げ」の 35.7％と続いている。 

介護保険サービス系型別でみると、「諸手当の導入・引き上げ」では施設系（入所型）69.4％、

「基本給の引き上げ」では居宅介護支援は 43.3％で、他の区分に比べて高くなっている。 

 

（図表７）介護職員処遇改善加算の算定・対応状況 
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8. 感染症に対する取組みは、97.0％の事業所が緊急時の意思決定者を既定 

感染症のまん延が発生した場合の業務継続に向けた取り組みについて、「平常時の対応の取り組

み」では、「緊急連絡先（事業所内、関係行政、関係団体）を定めている」が 89.3％（「ＢＣＰを策

定している」＋「策定を検討中」の合計、以下すべて）で最も高く、次いで「感染症のまん延時の

対応についての話し合いの機会を持つ」が 87.1％となっている（複数回答）。 

同様に、「緊急時の対応の取組み」では、「全体の意思決定者を定めている」が 85.4％で最も高

く、次いで「感染疑いが出た場合の対応を整理している」（85.2％）、「関係者との連絡フロー、情

報伝達フローを定めている」が 81.2％と続く。 

（参考）『令和 2 年度 介護労働実態調査 特別調査 新型コロナウイルス感染症における介護事業所

の実態調査』（2021 年 8 月） 

 

（図表８） 感染症に対する業務継続の取り組み 平常時と緊急時 
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9. 自然災害時の取組みは 82.4％の事業所が緊急時の安否確認方法を既定 

自然災害（大地震・水害）が発生した場合の業務継続に向けた取り組みについて、「平常時の対

応の取り組み」では、「緊急連絡先（事業所内、関係行政、関係団体）を定めている」が 88.3％（「Ｂ

ＣＰを策定している」＋「策定を検討中」の和、以下すべて）で最も高く、次いで「自然災害発生

時の対応についての話し合いの機会を持つ」が 85.2％となっている。 

同様に「緊急時の対応の取り組み」では、「安否確認方法を定めている」が 82.4％で最も高く、

次いで「災害発生時の初動対応（安全確保・被害点検）を定めている」が 81.9％となっている。 

（参考）『令和 3 年度 介護労働実態調査 特別調査 介護事業所における自然災害経験を活かしたＢ

ＣＰ（業務継続計画）の策定』（2022 年９月） 

 

（図表９） 自然災害に対する業務継続の取り組み 平常時と緊急時 
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10.業務継続計画（ＢＣＰ）策定の支援情報の活用 

厚生労働省ホームページに掲載されている研修動画サイト「介護施設・事業所における業務継

続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」について、「活用している」が 9.0％、「閲覧したことが

ある」が 27.2％、「知っているが閲覧したことはない」が 32.3％、「知らなかった」が 27.4％とな

っている。 

介護保険サービス系型別でみると、居住系を除く区分では「知っているが閲覧したことはない」

が最も高くなっている。施設系（入所型）は「知らなかった」が 14.8％で、他の区分と比べて低く

なっている。 

（参考） 

 

図表 10 業務継続計画策定の支援情報の活用（介護保険サービス系型別） 
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14.0 
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閲覧したことがある
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知っているが

閲覧したことはない

32.3 

32.6 

35.0 

33.0 

29.3 

29.6 

知らなかった

27.4 

29.5 

14.8 

28.9 

29.6 

28.9 

無回答

4.1 

4.4 

2.7 

3.6 

3.6 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区分

全 体(n=8,742)

訪問系(n=2,841)

施設系（入所型）
(n=1,190)

施設系（通所型）

(n=2,733)

居住系(n=886)

居宅介護支援(n=768)
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11.ＩＣＴ活用が昨年より進む 

ＩＣＴ機器の活用状況は、「パソコンで利用者情報（ケアプラン、介護記録等）を共有している」

が 52.8％（昨年 50.4％）、「記録から介護保険請求システムまで一括している」が 42.8％（同 39.1％）、

「タブレット端末等で利用者情報（ケアプラン、介護記録等）を共有している」が 28.6％（同 22.0％）

となっている。一方、「いずれも行っていない」は 22.0％（同 25.8％）となっている。 

介護保険サービス系型別でみると、施設系（入所型）では「パソコンで利用者情報（ケアプラン  

介護記録等）を共有している」が 71.1％で最も高く、他のサービス系に比べても高くなっている。一

方、居宅介護支援では「記録から介護保険請求システムまで一括している」が 61.2％で最も高く、他

のサービス系と比べても高くなっている。 

 

 

図表 11 ＩＣＴ機器の活用状況（複数回答）（介護保険サービス系型別） 
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所
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介
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録
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）
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介
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テ
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し
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等
の
シ
ス
テ
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で
事
業
所
内
の
報
告
・

連
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・
相
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を
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っ
て
い
る

給
与
計
算

、
シ
フ
ト
管
理

、
勤
怠
管
理
を
一
元
化
し
た
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
い
る

情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
他
事
業
者
と
連
携
し
て
い

る 他
の
事
業
所
と
デ
ー

タ
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に
よ
り
ケ
ア
プ
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ン
や
サ
ー

ビ
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提
供
票
等
を
や
り
取
り
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム

そ
の
他

い
ず
れ
も
行

っ
て
い
な
い

無
回
答

全　体 8,742 52.8 42.8 28.6 19.8 18.4 13.8 10.4 0.7 22.0 8.4

訪問系 2,841 50.4 41.9 30.0 24.1 21.2 18.5 11.9 0.8 21.8 8.6

施設系（入所型） 1,190 71.1 55.7 35.0 25.1 22.0 13.4 6.1 0.5 11.9 6.6

施設系（通所型） 2,733 48.4 39.3 25.1 16.2 14.5 10.4 10.5 0.7 25.8 8.1

居住系 886 45.9 26.1 26.0 17.4 17.8 8.7 4.6 0.9 29.0 10.3

居宅介護支援 768 59.2 61.2 30.7 12.9 16.7 16.3 18.4 0.7 15.2 7.3
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12.勤続意欲は５年連続前年を上回る 【労働者調査 以降同じ】 

 

「今の勤務先で働き続けたい」とする労働者の割合は、5年連続して前年を上回っている。各

年とも、有期雇用職員の割合が無期雇用職員のそれを上回っている。 

※ 令和１年までは、「無期職職員」を「正規職員」、「有期職員」を「非正規職員」とそれぞれ呼称して調査を行っていた。 

 

（図表 12） 無期職員と有期職員の勤労意欲の推移 

 

 

 

 

 

13.年次有給休暇の平均取得日数は 7.3日 

最近 1年間の有給休暇の取得（消化）日数をたずねたところ、「5～9日」が 39.8％で最多である。

また、平均取得（消化）日数は 7.3日（前年度 7.6日）で前年より微減となった。 

4職種別でみると、平均取得（消化）日数はサービス提供責任者と介護支援専門員がともに 7.5日、

介護職員が 7.2日、訪問介護員が 7.1日となっている。 

 

（図表 13）有給休暇の取得日数 全体、4職種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29 H30 R1 R2 R3

無期職員 56.3 55.3 57.3 60.3 61.0

有期職員 58.6 61.4 62.2 60.3 62.0

全体（％） 56.9 57.3 58.9 60.2 61.2

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

勤務先に対する希望

「今の勤務先で働き続けたい」の推移

無期職員 有期職員 全体（％）

7.3

7.1

7.5

7.2

7.5

平均取得（消化）
日数
（日）０日

7.4 

10.3 

7.8 

6.3 

8.6 

１～４日

17.7 

19.4 

16.9 

17.7 

16.8 

５～９日

39.8 

35.8 

38.0 

43.0 

36.9 

１０～１２日

18.0 

15.6 

19.4 

17.6 

18.6 

１３～１５日

5.7 

5.6 

5.2 

4.8 

6.6 

１６～１９日

3.0 

3.4 

4.1 

2.4 

3.3 

２０日

4.0 

4.4 

4.3 

3.7 

4.5 

２１日以上

0.8 

0.7 

0.7 

0.9 

0.6 

無回答

3.6 

5.0 

3.5 

3.5 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区分

全 体(n=13,613)

訪問介護員(n=1,851)

サービス提供責任者
(n=1,512)

介護職員(n=5,153)

介護支援専門員
(n=1,391)
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14.労働条件・仕事の悩みは、「健康面の不安」が顕著に増加 

労働者の労働条件・仕事の負担に関する悩み等において、「人手が足りない」が 52.3％（昨年

度 52.0％）で最多である。次いで「仕事内容のわりに賃金が低い」が 38.3％（同 38.6％）で、

労働者の労働条件に関する悩みは賃金よりも人手不足が大きく上回っている。 

また、「健康面（新型コロナウイルス等の感染症、怪我）の不安がある」は 28.1％（同

20.5％）で、新型コロナウイルス感染症の影響からか、前年よりも８ポイント近く増えた。 

 

（図表 14）労働条件等の悩み、不安、不満等（複数回答）（上位抜粋） 

悩み、不安、不満等の内容 令和 3 年度 令和 2 年度 

人手が足りない 52.3(%) 52.0(%) 

仕事のわりに賃金が低い 38.3 38.6 

身体的負担が大きい（腰痛や体力に不安がある） 30.0 30.6 

健康面（新型コロナウイルス等の感染症、怪我）の不安がある 28.1 20.5 

有給休暇が取り難い 25.6 26.8 

業務に対する社会的評価が低い 25.4 26.0 

精神的にきつい 24.7 25.6 

休憩が取り難い 21.1 21.1 

 

 

15.他産業（介護・福祉・医療関係以外の仕事）からの人材流入が最も多い 

学校卒業後、収入を伴う仕事をしていたかをたずねたところ、「前職あり」が 75.7％（昨年度 78.3％）

であった。 

「前職あり」の方にこれまで経験した仕事内容（直前と限らない）を尋ねたところ（複数回答）、

「介護・福祉・医療関係以外の仕事」が 63.1％（62.1％）で最も高く、他産業から介護業界へ人材が

流入していることがうかがわれる。 

 

（図表 15）前職の有無、勤務先の仕事内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「前職あり内訳」は複数回答のため合計数値は 100％を超える 

 

 

 

 

前職なし

15.4% 

前職あり

75.7% 

無回答
8.9% 

n=19,925

32.4

7.2

19.7

63.1

5.2

0% 20% 40% 60% 80%

介護関係の仕事

介護以外の福祉関係の仕事

医療関係の仕事

介護・福祉・医療関係以外の仕事

無回答
n＝15,087

前職あり内訳
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16.前職を辞めた理由は収入よりも人間関係 

前職を辞めた理由を尋ねたところ（複数回答）、全体では「職場の人間関係」が 18.8％（前年

16.6％）でトップ、次いで「結婚・出産・妊娠・育児のため」が 16.9％（前年 25.0％）と続き、

「収入が少なかったため」の 14.9％（12.9％）を上回っている。 

  性別で見ると、男性は「自分の将来の見込みが立たなかったため」が 26.5％（26.9％）、女性は

「結婚・出産・妊娠・育児のため」が 20.7％（30.8％）で最も高くなっている。 

(図 16) 前職を辞めた理由 

 

 

【基本情報 事業所編】 

回答事業所の主な法人格 

令和 3 年の回答事業所の法人経営主体を令和 2 年度のそれらと比べると、「社会福祉協議会」が

4.2％（前年度 3.8％）、NPO（特定非営利活動法人）」（以下「NPO」という。）が 4.6％（同 4.6％）

で、前年度とほぼ同じ割合であったが、民間企業が 58.8％（同 57.5％）で増加し、「社会福祉協議

会以外の社会福祉法人」（以下「社会福祉法人」）が 15.4％（同 16.9％）、「医療法人」が 10.2％（同

11.5％）で減少した。 

（図表 17）経営主体構成比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（注）社団法人・財団法人、協同組合、地方自治体、その他、無回答は省略したため 100％にはならない。 

（注）事業所数（n=8,809）は「訪問リハビリテ－ション」「居宅療養管理指導」「福祉用具貸与」「特定福祉用具の販売」を含んだ数。 

 

主とする介護保険サービス事業（上位抜粋） 

主とする事業の種類では、「訪問介護」が 22.3％（前年度 20.9％）と最多、次いで「通所介護」が

13.9％（同 14.0％）、「地域密着型通所介護」が 11.2％（同 13.2％）であった。 

（問 18）主とする介護保険サービス事業 

主とする介護保険サービス事業 割合（％） 前年度（％） 差異 

訪問介護 22.3 20.9 1.4 

通所介護 13.9 14.0 -0.1 

地域密着型通所介護 11.2 12.7 -1.5 

訪問看護 8.9 8.0 0.9 

居宅介護支援 8.6 8.3 0.3 

15,087 1,216 2,101 1,255 2,251 2,317 1,246 2,837 1,826 477 593 458 2,557 655 1,811 534

100.0 8.1 13.9 8.3 14.9 15.4 8.3 18.8 12.1 3.2 3.9 3.0 16.9 4.3 12.0 3.5

男 3,007 11.3 15.9 5.9 17.9 26.5 13.9 21.7 16.3 1.8 4.4 3.5 2.2 2.7 13.0 2.4

女 11,939 7.3 13.4 8.9 14.2 12.6 6.9 18.1 11.1 3.5 3.8 2.9 20.7 4.8 11.7 3.7

（注1）「問1（1）に記載されている仕事」とは、訪問介護員、サービス提供責任者、看護職員、介護職員、生活相談員、介護支援専門員、PT・OT・ST等。
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介護老人福祉施設 7.2 9.1 -1.9 

認知症対応型共同生活介護 7.0 7.3 -0.3 

【基本情報 労働者編】 

回答労働者の、性別、年齢、職種 

労働者の属性等について、有効回答のあった 19,925 人の属性は下記であった。 

性別については、男性が 19.8％、女性が 71.1％である。 

全体の年齢は「45歳以上 50歳未満」が 13.8％で最も高く、次いで「40歳以上 45歳未満」が 13.4％で、平 

均年齢は 47.7歳となっている。 

性別の年齢分布をみると、男性は「40歳以上 45歳未満」が 18.6％で最も高く、次いで「35歳以上 40歳

未満」が 17.0％となっている。女性は「50歳以上 55歳未満」が 15.8％で最も高く、次いで「45歳以上 50歳

未満」が 15.4％となっている。平均年齢は男性が 42.3歳、女性が 49.2歳となっている。 

 

（図表 19） 回答者労働者の年齢分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 20）回答労働者の職種分布 

職種については、下表のような構成となっている。令和２年と比べると、訪問介護員の構成比が

2.7ポイント高まり、逆に介護支援専門員の構成比が 3.0ポイント下がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 割合 （前年度） 差異 

訪問介護員 15.5％ 12.8%  2.7 

サービス提供責任者 10.9％ 9.1% 1.8 

看護職員 13.9％ 13.0% 0.9 

介護職員     37.7％ 40.0% -2.3 

生活相談員  6.8％ 6.9% -0.1 

介護支援専門員(ケアマネジャー) 10.2％ 13.2% -3.0 

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等  2.5％ 2.4% 0.1 

その他 2.4％ 2.6% -0.2 

平均年齢

(歳)

47.7

42.3

49.2

20歳未満

0.1 

0.2 

0.1 

20歳以上

25歳未満

1.6 

2.6 

1.5 

25歳以上

30歳未満

4.3 

7.9 

3.8 

30歳以上

35歳未満

7.0 

14.5 

5.7 

35歳以上

40歳未満

9.9 

17.0 

9.2 

40歳以上

45歳未満

13.4 

18.6 

13.6 

45歳以上

50歳未満

13.8 

14.2 

15.4 

50歳以上

55歳未満

13.1 

8.8 

15.8 

55歳以上

60歳未満

11.0 

5.4 

13.8 

60歳以上

65歳未満

8.6 

4.4 

10.8 

65歳以上

70歳未満
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2.4 

5.7 

70歳以上

2.7 

1.6 

3.3 

無回答

10.0 

2.3 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区分

全体(n=19,925)

男性 (n=3,953)

女性(n=14,170)
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調査方法、用語の定義、調査体制 

 

1 調査実施期間・調査対象期日 

調査対象期日： 令和 3年 10月 1日現在  

調査実施期間： 令和 3年 10月 1日～31日 

 

2 調査の方法 

全国の介護保険指定介護サービス事業を行う事業所（同一法人の同一敷地内で運営されるもの

を名寄せ処理）のうちから 18,000事業所を無作為に抽出し、対象事業所へアンケート調査票

（事業所調査票 1通、労働者調査票 3通を同封）を郵送により配布し、郵送により回収した。 

 また、本年度は調査票の紛失や書き損じ、パソコンでの入力希望者に対応するため、事業所調

査票のみ当センターホームページにて Excel、PDFの調査票を一定期間掲示した。 

調査票は Excelファイルをパソコンにてダウンロード、入力したものを印刷（PDFの場合は、

印刷後に記入）し、返送する対応を求めた。 

また、調査実施期間の 2週間後、回答のない事業所に対し、提出確認のはがきを 2回送付した。 

 

3 調査票の配布及び回答数（ ）内は昨年度結果 

有効配布事業所数：17,011事業所（17,544事業所） 

有効配布労働者数：51,033 人（52,632人） 

（１）事業所調査 回答事業所数：8,809事業所（9,244事業所） 回収率：51.8％（52.7％） 

（２）労働者調査 回答労働者数：19,925人（22,154人）  回収率：39.0％（42.1％） 

 

4 本調査における用語の定義等 

（１） 就業形態について 

・「無期雇用職員」とは、本調査では、労働時間数にかかわらず雇用期間の定めのない者を 

いう。（本調査では、有期契約より無期労働契約に転換した者も含む。） 

・「有期雇用職員」とは、本調査では、無期雇用職員以外の労働者をいう。 

（２） 介護労働者について 

介護労働者とは、訪問介護員、サービス提供責任者、介護職員、看護職員、生活相談員、介

護支援専門員、PT・OT・ST等、管理栄養士・栄養士のことをいう。 

訪問介護員とは、介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家庭を訪問

して家事などの生活援助、入浴などの身体介護を行う者をいう。 

介護職員とは、訪問介護以外の介護保険の指定介護事業所で働き、直接介護を行う者をい

う。 

（３） 所定内賃金について 

「所定内賃金」とは、1カ月のうち、決まって支給される税込み賃金額。交通費や役職手当

等毎月決まって支給される金額を含む。 

また、月によって変動がある残業代、夜勤手当等は除く。 

（４） 採用率・離職率については以下の計算方式で算定した。 
 

 

 

 

 

１年間の採用率 ＝ 

１年間の離職率 ＝ 
2021年度離職者数（注1） 

2021年度採用者数（注1） 

2020年9月30日の在籍者数（注2） 

2020年9月30日の在籍者数（注2） 

×100 

×100 



15 

 

 (注 1) 2020年度とは、2020年 10月 1日から 2021年 9月 30日までをいう。 

 (注 2) 在籍者数：採用者数・離職者数について回答のあった事業所の在籍者数 

（５） その他の用語の定義については、各報告書の「主な用語の定義」を参照されたい。 

 

 

５ 介護保険サ－ビス系型区分について（主な介護サ－ビスの種類） 

本報告書では、主な介護サ－ビスの種類を下記の介護保険サ－ビス系型に区分した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 居宅介護支援：居宅サービスを適切に利用できるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれて

いる環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービ

スが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（○印：該当する区分）

訪問介護 ○

訪問入浴介護 ○

訪問看護 ○

訪問リハビリテーション ○

居宅療養管理指導 ○

通所介護 ○

通所リハビリテーション ○

短期入所生活介護 ○

短期入所療養介護 ○

特定施設入居者生活介護 ○

福祉用具貸与 ○

特定福祉用具の販売 ○

地域密着型通所介護 ○

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○

夜間対応型訪問介護 ○

認知症対応型通所介護 ○

小規模多機能型居宅介護 ○

看護小規模多機能型居宅介護 ○

認知症対応型共同生活介護 ○

地域密着型特定施設入居者生活介護 ○

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○

居宅介護支援 ○

介護老人福祉施設 ○

介護老人保健施設 ○

介護医療院（介護療養型医療施設） ○

そ
の
他

介護保険サービスの種類

訪
問
系

介護保険サービス系型

施
設
系

（
入
所
型

）

施
設
系

（
通
所
型

）

居
住
系

居
宅
介
護
支
援



16 

 

■調査・研究の実施体制 

本調査・研究では、学識経験者等による調査検討委員会を設置し、調査項目の設定や調査結果の分析、報

告書の構成・内容等について検討を行った。 

また、諮問委員会を設置し、成果物の内容や調査項目等についてより実務的な立場からの助言を受けた。 

 

【令和 3年度介護労働実態調査等検討委員会】 （※委員の所属は令和 4年 3月末現在） 

座長 佐藤 博樹 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 

 大木 栄一 玉川大学 経営学部 国際経営学科 教授 

 坂爪 洋美 法政大学 キャリアデザイン学部 教授 

 松下 洋三 一般社団法人 全国介護事業者協議会 理事 

 菅野 雅子 茨城キリスト教大学 経営学部 講師 

 高野 龍昭 東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 准教授 

 小野 晃 公益財団法人 介護労働安定センター 理事長 

 

【令和 3年度介護労働実態調査諮問委員会】  （※委員の所属は令和 4年 3月末現在） 

座長 佐藤 博樹 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 

 林 翔麿 一般社団法人全国介護事業者協議会 理事 

 太田 二郎 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 介護人材対策委員会 委員長 

 三根 浩一郎 公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長 

 奥谷 直澄 一般社団法人全国介護付きホーム協会 監事 

 小林 由憲 一般社団法人日本在宅介護協会 理事 

 田中 雅子 公益社団法人日本介護福祉士会 元名誉会長 

 

 

《（公財）介護労働安定センターの概要》 

公益財団法人介護労働安定センターは、介護労働の総合的支援機関として平成４年４月に設立され、同年７月に労働大臣（現厚生労働大

臣）から「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」にもとづく指定法人として指定された公益法人です。 

 当センターでは、介護労働者の福祉の増進と魅力ある職場づくりをめざして、雇用管理の改善、能力の開発・向上などを通じて、介護労働に

対するさまざまな支援事業を実施しています。 


